
青梅市商・工業振興プラン策定支援業務委託仕様書

１ 目的

青梅市では、商工業にかかわる社会環境や経済状況の変化に柔軟かつ

的確に対応し、これからの商工業の振興に関する施策を計画的に推進し

ていくため、令和９年度からの１０年間を計画期間とする「青梅市商・

工業振興プラン」を策定する。この計画策定に当たり、必要な調査、分

析および会議開催支援などの業務を、知識、技術、経験等を有する事業

者に委託することで、策定を円滑に進めることを目的とする。

２ 委託期間

契約締結の日から令和９年３月３１日までとする。

３ 業務内容

(1) 市内事業者、商店街等の現況調査

ア 事業者アンケート調査

市内の商工業事業所のうち、２，０００事業所以上に対してアン

ケート調査を行うこと。

対象となる事業所の選定、抽出等の方法については、発注者・受

注者協議の上で決定すること。

調査項目の設定、調査票の設計等については受注者が行い、発注

者・受注者協議の上で決定すること。

アンケート用紙は郵送で配布し、回答は、郵送またはインターネ

ットのいずれかを回答者が選択できるようにすること。

なお、どちらの回答方法の場合も、受注者が集計および分析を行

うこととし、郵送による回答の宛先は、受注者宛とする。

質問用紙の印刷・封入・封緘、アンケートの送付・回収に必要な

封筒や宛名ラベル代、郵送費用および回答用フォームの作成等、ア

ンケート実施に要する費用は受注者が負担すること。

イ 商店街等調査

市内の商店街等１４団体に対してアンケート調査を行うこと。

対象となる商店街等は、発注者がリスト化して受注者に提供する。

調査項目の設定、調査票の設計等については受注者が行い、発注

者・受注者協議の上で決定すること。



アンケート用紙は郵送で配布し、回答は、郵送またはインターネ

ットのいずれかを回答者が選択できるようにすること。

なお、どちらの回答方法の場合も、受注者が集計および分析を行

うこととし、郵送による回答の宛先は、受注者宛とする。

質問用紙の印刷・封入・封緘、アンケートの送付・回収に必要な

封筒や宛名ラベル代、郵送費用および回答用フォームの作成等、ア

ンケート実施に要する費用は受注者が負担すること。

ウ 市民アンケート調査

市民２，０００人以上に対してアンケート調査を行うこと。

対象となる市民の選定、抽出等の方法については、発注者・受注

者協議の上で決定すること。

調査項目の設定、調査票の設計等については受注者が行い、発注

者・受注者協議の上で決定すること。

アンケート用紙は郵送で配布し、回答は、郵送またはインターネ

ットのいずれかを回答者が選択できるようにすること。

なお、どちらの回答方法の場合も、受注者が集計および分析を行

うこととし、郵送による回答の宛先は、受注者宛とする。

質問用紙の印刷・封入・封緘、アンケートの送付・回収に必要な

封筒や宛名ラベル代、郵送費用および回答用フォームの作成等、ア

ンケート実施に要する費用は受注者が負担すること。

エ 事業者および団体ヒアリング調査

事業者アンケート調査結果等から抽出した、先駆的な取り組みを

行っている、あるいは特徴的な課題を有する事業所および団体等に

対してヒアリング調査を行うこと。（最大２０件）

なお、ヒアリング先、件数および内容は、上記ア～ウのアンケー

ト調査結果にもとづき、発注者と受注者で協議の上、決定すること。

上記に加え、地域の商工業者の実情等に精通していると考えられ

る支援機関・団体等へのヒアリング調査を行うこと。（最大５件）

なお、ヒアリングの内容は、発注者・受注者協議の上で決定する

こと。

(2) 地域の分析

ア アンケート調査結果およびヒアリング調査結果の分析



上記(1)で実施したアンケート調査およびヒアリング調査の結果

について、市内事業者等の現況分析を行うこと。

イ 各種統計データにもとづく分析

国勢調査、経済センサス、工業統計等のデータから、昼夜間人口、

従業者数、製造品出荷額、商品販売額等の基礎的データを収集し、

本市の商工業の現況分析を行うこと。なお、相対的な位置づけを把

握するため、他地域との比較や経年比較等も併せて行うこと。

ウ 産業構造および地域経済に関する分析

第７次青梅市総合長期計画の地域経済分野における１０年後に

目指す姿の達成に向けて、優位な産業、産業間取引の状況、お金の

流れなどの地域経済の特徴や強み・課題を把握するため、本市の産

業構造および地域経済の分析を行うこと。なお、相対的な位置づけ

を把握するため、他地域との比較や経年比較等も併せて行うこと。

エ 企業の進出、撤退等の主要動向の整理

本市の売上高等に影響を与えたと思われる、企業の進出・撤退や、

プロジェクトの実施状況など、本市における商工業の主要な動向に

ついて、整理を行うこと。

(3) 現況分析報告書の作成

上記(1)・(2)の結果をもとに、以下の内容を踏まえた現況分析報告

書１部を作成し、発注者にデータと共に提出する。

ア 本市の地域経済の特徴、強み・課題

※ＳＷＯＴ分析等の最適な分析手法を用いて整理すること。

イ 上記アを受けて、現行の商・工業振興プランに位置付けた成果指

標（ＫＰＩ）と施策の評価

ウ 上記ア・イを受けて、本市の商工業施策の方向性の検討結果

(4) 素案の作成

上記(1)～(3)の結果を踏まえ、パブリックコメントを実施するため

の商・工業振興プラン素案の作成を行う。

(5) パブリックコメント実施に関する支援

パブリックコメント実施に必要な支援を行うこと。

また、パブリックコメントに寄せられた意見を整理、分析し、対応

が必要なものについて対応案を検討すること。



(6) 商・工業振興プランの策定

上記(1)～(3)および(5)の結果を踏まえ、商・工業振興プランおよび

商・工業振興プラン概要版の策定を行うこと。

なお、作成に当たっては、事業者や市民、関係者がプランの内容を

理解・把握しやすいよう、デザインや構成に留意することとし、掲載

する図表・地図・イラスト・写真等の作成または提供、全体を通して

の校正を行うこと。

(7) 打ち合わせ、会議等開催支援

ア 上記(1)～(6)の業務を行うに当たり、必要に応じて発注者との打

ち合わせを行うこと。

イ 商・工業振興プランの内容等を審議検討する「青梅市工業振興対

策審議会」、「青梅市商業振興対策審議会」（２年間でそれぞれ４回程

度予定）の円滑な進行のため、資料作成、会議における質疑応答の

補助、議事録（要点筆記）の作成等の開催支援を行うこと。

作成資料は審議会開催のおおむね１０日前までに提出し、内容に

ついて発注者と協議すること。議事録は審議会終了後、２週間以内

に提出し、発注者に確認を受けることとする。

ウ 商・工業振興プランの策定に当たり、発注者が必要に応じて実施

する市民ワークショップ等（２年間で最大３回程度想定）の円滑な

運営のため、資料作成、ワークショップへの出席および運営補助、

実施記録の作成等の運営支援を行うこと。

作成資料は市民ワークショップ等開催のおおむね１０日前まで

に提出し、内容について発注者と協議すること。実施記録はワーク

ショップ終了後、２週間以内に提出し、発注者に確認を受けること

とする。

なお、ワークショップ等には、発注者と協議の上、必要と考えら

れるファシリテーター等を参加させることとし、参加するファシリ

テーター等への報酬等については、受注者が負担すること。

(8) 独自提案事業の実施

受注者は企画提案書に記載した独自提案事業について実施すること。

なお、事業の詳細については、発注者・受注者協議の上で決定する

こと。



(9) 想定スケジュール

上記(1)～ (7)の業務については以下のスケジュールを想定してい

るので参考とすること。

なお、ここで示すスケジュールと相違が生じても、受注者は不利益

を被らない。

(1) 令和７年 ９月頃までに実施

(2) 令和７年１１月頃までに実施

(3) 令和８年 １月頃までに実施

(4) 令和８年 ５月頃までに実施

(5) 令和８年 ６月頃までに実施

(6) 令和８年１２月頃までに実施

(7) 適宜実施

４ 経費の負担等

本業務の実施に当たり、必要とする消耗品類、交通費等は、全て受注

者の負担とし、その費用は契約額に含むこととする。

５ 成果物

受注者が成果物として提出するものは、次に記載するものを基本とす

る。

(1) 現況分析報告書

上記３の(3)の業務に関する成果物をカラー印刷しファイルに綴じ

たもの（Ａ４サイズでの印刷を基本とする。）を１部および電子データ

（データ形式は、編集が可能であるデータ形式（マイクロソフトＷｏ

ｒｄ、同Ｅｘｃｅｌ、同ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔとする。）およびＰＤＦ

形式でそれぞれ納入すること。）の入った電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）を１

枚。

また、本報告書には、上記３の(1)および(2)の業務に関する基礎調

査資料および分析結果の電子データ（データ形式は同上とする。）を含

むものとする。

なお、上記３の(5)の電子データにおいても本報告書の電子媒体に格

納して構わない。

(2) 商・工業振興プラン素案

上記３の(4)の業務に関する成果物をカラー印刷しファイルに綴じ



たもの（Ａ４サイズでの印刷を基本とする。）を１４部および電子デー

タ（データ形式は、(1)と同様とする。）の入った電子媒体を１枚。

(3) 商・工業振興プランおよび概要版

上記３の(6)の業務に関する成果物をカラー印刷しファイルに綴じ

たもの（Ａ４サイズでの印刷を基本とする。）を１部および電子データ

（データ形式は、(1)と同様とする。）の入った電子媒体を１枚。

(4)その他、業務の範囲で作成した資料等のうち発注者が指示するもの。

６ その他

(1) 成果品および成果品作成過程における資料の著作権は発注者に属す

る。

(2) 受注者は、業務に当たり発注者から資料等の貸与を受ける場合は、

その所在を常に明らかにし適切に管理するとともに、参照する必要が

なくなり次第、速やかに返却すること。ただし、発注者が資料等の破

棄を指示した場合は、速やかに破棄すること。

(3) 受注者は業務により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

また、発注者の許可なく、作成した資料等の使用、公表、貸与およ

び複写をしてはならない。

(4) 本業務委託の履行に際して生じた疑義や本仕様書に記載のない事項

については、双方協議の上、誠意をもって解決することとする。

以 上


